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 1、自衛隊を九条に [ 三項として ] 明記するとはどういうことを意味するか          

    私は、日本国憲法 ( 前文・九条 ) を掲げる我々日本人には、個別的自衛権のみならず集団的自衛権も認

められていると考えている。ただし、その「自衛権」とは、「戦力」（武カ＝軍事力）をもってするものではない。

武力＝軍事力はこれを放棄した。「戦力」はこれをもつことを認めない、というのが憲法九条です。戦力

を保持しないのですから、戦力を行使する「交戦権」も認めない、というのは当然の帰結であります。 

　しかし、現実の日本国 ( 日本国民）は現憲法下で自衛隊という世界有数の「戦力」(武力  = 軍事力 ) を待ち、

この自衛隊「戦力」による個別的自衛権のみならず集団的自衛権も認められている、と解釈する。これは

憲法前文及び第九条を全否定するものです。その仕上げとしての法制化が安保法制でした。これはこれま

で繰り返されてきた強行採決 ( 民主主義・手続き的正義に反する行為 ) の最たるものでした。

　更に我が国首相 ( 安倍晋三氏 ) は憲法を改正 ( 改悪）して、自衛隊 [ 国軍 ] を九条 3 項に明示するという。

安倍首相の改憲発言は ( 一見加憲 [ 公明党他の論理 ] のような言辞を用いて ) 九条の中に矛盾を持ち込み、条文を

攪乱していずれ現実に憲法条文を合わせる [ 九条一項、ニ項を骨抜きにし、仕上げは削際する ] 策術であ

ろう。 

　自衛隊を軍隊と改称することは、自衛隊が実体的に軍隊・軍備を整備している以上、事実であるから憲

法と現実・実態の齟齬の解消となるというのであろうが、このことは「国の交戦権は、これを認めない」

とする憲法の規定を攪乱し、すり抜けようとするものである。こうした数々の骨抜き ( 解釈 ) の総仕上げ

として、最後の砦 (「交戦権の否定」) 一武器の使用を認めてこなかった現憲法の条項一をつき崩し、自衛隊

の海外での武力行使を実質すべて容認するという、実に憲法第九条に自衛隊を明文化するとは、日本国憲

法前文 ( 平和憲法の屋台骨 ) を否定するに等しいものである。 

　自民党改憲勢力の「日本国憲法改憲草案」・自主憲法の制定はこれによって実質完成するであろう。彼

らにとって「言」は軽く、「法・ことば」は有って無きが如しである。立憲政治などとうの昔から眼中に

ないのであろう。実に政治家の驕慢というほかない。「法治・立憲主義」を否定し、天皇を元首としてそ

の権威を利用する「人治」主義 ( その実質は行政権の長＝内閣総理大臣による「専制政治」にほかならない ) とする

ことは、「倫理的天然自然主義」とも批判された日本人の「無責任体制」構造—戦前・戦中の「天皇制軍国主義」

がもたらした破局の歴史—侵略と残虐、悲惨な敗戦と二千三百十余万に上る戦争犠牲、アジア民衆の生活

破壊の歴史—を再び繰り返すことにつながるであろう。 

　憲法改正 (改悪) は自民党改憲派の具体的日程に上った。国民は現憲法の「非武装平和 (九条)」に生きるか、

憲法を改悪して実体化した武装平和 ( 軍拡による国防 ) をとるのか、いずれかを選択する時に直面している。                                

　戦争という手段・軍備と交戦権を放棄したからこその戦後70年の平和である。世界は全(世界)市民の「平

和的生存権」の実現に向かって進んでいる。日本国憲法前文と九条の下に「平和主義・真の国際協調」を

実現するためにも、自衛隊の武装を解除して「国際援助・救助隊」に改組し、憲法に合わせて現実を改革

すること－日本友和会の年来の主張－こそ、敗戦国・日本国民の進むべき道ではないのか。私たちは将来

に亘って真に世界の平和と人類の幸福 ( さいわい）に貢献する方途を選択しよう。

それは二度と戦争をしない・させない・殺さない・殺させない「九条」の道である。
   

2、自衛隊を世界災害救助隊にー                                                

　　日本国憲法九条第三項に自衛隊を武装解除し「世界災害救助隊」として明記しよう。

 今、自民党憲法改正草案を阻止するために―         

　中林　憲一
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 1、自衛隊を九条に [ 三項として ] 明記するとはどういうことを意味するか          

    私は、日本国憲法 ( 前文・九条 ) を掲げる我々日本人には、個別的自衛権のみならず集団的自衛権も認

められていると考えている。ただし、その「自衛権」とは、「戦力」（武カ＝軍事力）をもってするものではない。
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　自衛隊を軍隊と改称することは、自衛隊が実体的に軍隊・軍備を整備している以上、事実であるから憲
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に亘って真に世界の平和と人類の幸福 ( さいわい）に貢献する方途を選択しよう。

それは二度と戦争をしない・させない・殺さない・殺させない「九条」の道である。
   

2、自衛隊を世界災害救助隊にー                                                

　　日本国憲法九条第三項に自衛隊を武装解除し「世界災害救助隊」として明記しよう。

　自衛隊員一人ひとりの生命を、人間を殺すためではなく、世界の人々の生命を救うために用いられるよ

うに転換しよう。

　日々、人間を殺す訓練を強いられている彼らを “人殺し” 訓練の呪縛から解放しよう。彼らの訓練 (内容 )
を世界の災害救助、支援に役立つ技術と能力の向上、平和創造のためと限定しよう一国家という狭隘な「国
益」に縛られることのない、「世界市民」の平和創造のために。
　日本国民が自衛隊員の「平和的生存権」を「憲法」をもって保障することは、日本民族ひいては世界の人々
の「平和的生存権」を保障する道であると確信しよう。
　世界 (国連 ) は今、「平和的生存権」の確立に向けて進んでいる。
日本友和会は、年来の主張である「自衛隊を武装解除し、世界災害救助隊」として、日本国憲法第九条第
三項に明記することを主張しよう。
　その時には、芦田修正と言われる「前項の日的を達するため」(第九条 2項の文言 ) を削除し、九条 (戦争放棄・
戦力の不保持・交戦権の否定 ) と自衛隊 ( 軍隊 ) の両方を支持するという、これまでの我ら ( 日本人 ) の迷妄の
根を除去しよう。
　国民主権のこの国で、憲法制定「権力」を「時の内閣」の手から「永久・普遍の人民の良心」の手のな
かに取りもどそう。日本と世界の真実 (まこと ) の平和のために。

沖縄の現実にどう向き合うか

　沖縄は、琉球処分によって日本の一部とさ
れて以来、長年にわたる苦難の歴史を辿り、
それは今日まで続いており、米軍基地の集中
による過重な負担は県民生活のあらゆる面に
のしかかっています。さらに今沖縄県民の意
思に反して辺野古に新基地建設工事が強行さ
れています。

　「本土」の人間は、沖縄の問題に対し無関心ではないか、「他人事」に考えているのではないか、日米安
保体制上基地が必要なら、応分の負担をすべきではないか、との問いが沖縄から強く出されていることは
当然のことと思います。
　私自身、これまで沖縄の問題について、気持の上では深い関心を持ち、政府の強硬政策には反対し、沖
縄を支える思いは強く持っていましたが、しかし実際には沖縄の苦しみが本当にわかっていない、結局は
「他人事」になっていたのではないか、と思い至りました。
　沖縄からの問いを自分自身の重い課題と定め、私は３月に初めて沖縄を訪れました。昨年の「友和」誌
に田中良子さんからの呼びかけがあり、田中良子さんと飯高京子さんが行かれることを知り、私も同行さ
せていただくことにしました。一泊二日伊江島での第 15 回「ゆずりあい 助けあい 学び会う会」（故阿波根

昌鴻さんの非暴力平和の実践と思想を継承する学習会。毎年阿

波根さんの誕生日に近い３月上旬開催）への参加と、辺野古、
高江の工事搬入口ゲート前の工事阻止活動への参加、
県南部の沖縄戦受難・慰霊施設巡りが主な行程でした。
　はじめて沖縄の地に立って、沖縄戦という、日本の
歴史にかつてない、住民を巻きこんだ凄惨な地上戦に
よって、沖縄住民の四人に一人が犠牲となったことに
思いを馳せ、極限の状況の中で犠牲となられた方々、
また地獄の苦しみを経験された方々を思って、本当に
心が震える思いでした。
　沖縄全体が戦場となった沖縄戦は、天皇を頂点とす
る帝国日本軍の、国体護持の延命のための捨て石作戦
であり、全く無謀な作戦によって、最後まで敗戦を認
めず、投降を許さず、その結果住民は戦闘員・非戦闘員を問わず戦闘の渦中に巻きこまれ、悲惨な最期を
迎えたという事実を、日本の国として、又私たち一人一人が、日本国民として決して忘れてはならないこ
とと思います。それは、国家がその一部である沖縄に対して犯した罪であったという事実を決して忘れて
はならない、ということです。
　今、安倍政権が強行している辺野古新基地の工事現場では、毎日のように何十台もの車両が工事材料を
ゲート前から運び込み、護岸工事や取り付け道路の工事がすすめられています。連日猛暑の中、体一つで
必死に抵抗する皆さんを、機動隊員は力づくで「排除」し、中には機動隊員の手荒な行動で負傷者がでる
という話には憤りを覚えます。非暴力でとにかく工事を阻止したいという思いで座り込みをする市民に対
して、人権を無視した公権力という暴力は安倍政権の強引な政治手法に直結しています。
　ゲート前に座り込む人たちの中には、あの悲惨な沖縄戦の中をからくもくぐり抜け、戦後米軍によって
土地を奪われ苦難を耐えに耐えて、しかし決して屈せずに基地建設に抗う 80 歳、90 歳のおじいやおばあ
も非暴力の闘いを続けておられるのです。
　私は今現地へ行くことはできませんが、その様子を日々の沖縄現地からの報道・情報の記事などを通し
てできるだけ知って、日々の生活の中で辺野古の闘いを心に深く刻み、祈りつつ、たとえ僅かでも出来る
ことはないか模索しています。決して「他人事」ではなく、まさに「自分事」、日本全体と未来を生きる
世代の命と平和を守る闘いとして、沖縄の皆さんの不屈の闘いに学びつつ努力していきたいと考えています。
　沖縄にもうこれ以上基地の負担による苦しみを与えてはいけない。これを本土にいる私たちが最も優先
すべきこととして基地問題に対する世論をつくりあげていくべきではないかと考えています。これまで日
本政府は、日米安保体制の中でアメリカの言いなり。沖縄に対しては一貫して負担を押しつけ、真に沖縄
の立場に立った根本的な解決を本気で考えず、犠牲を強い続けてきた。その責任は極めて重大だと思いま
す。辺野古基地の建設は、決して普天間基地の代替えというようなレベルではなく、同時に進めているオ
スプレイ離着陸機能強化等を加えた、長期的計画の強力な戦略機能であることはあきらかで、沖縄の将来、
日本の将来から考えても、辺野古新基地の工事は止めなければならない。危険な普天間飛行場の問題は辺
野古と切り離して解決を求めて行くことは、世論さえまとまれば可能と思います。
　辺野古の建設を強行することは、かつて本土を守るために沖縄を捨て石とした 沖縄戦に等しい過ちを、
日本は再び沖縄に対して繰り返すことであり、日本の国家として決してやってはいけないことです。そう
でなければ「国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」（憲法前文）との国の理念は果たせず、
国際社会からの信頼を失墜することは間違いありません。自らの国の一部である沖縄を犠牲にする国は、
いずれ歴史の審判によって裁かれるほかはない。力の暴力で滅びへの道を突き進む安倍政権の暴走を止め
るのは、沖縄の非暴力の闘いを全国に広げることによってのみ可能となる、と私は確信しています。

植松　信雄
画：児玉房子

伊江島　米軍演習場の機能強化に反対する集会後のデモ行進


